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マイナ保険証の仕組み



マイナ保険証のメリット-厚労省HPから



医療現場の大混乱

• 介護現場の当惑もいれる

5月、マイナ保険証利用率：約４．５％



＊さらに資格証明書、資格情報のお知らせまで登場してきた。
＊そしてマイナンバーカードだけでなく従来の保険証も持って
いくことを推奨するなど笑えない事態。
＊介護現場からの悲鳴（老人医療施設では寝たきり、認知症
の患者さんの保険証は通常預かっている。これからはマイナ
ンバーカードと暗証番号を預かることになる？責任の重さ。
＊視力の弱い方、高齢者などが使うのは困難な方々も多い。
＊このままでは国民皆保険制度自体が揺るぎかねないうえ、
医療現場では診療に支障が出る事態も。
ここまでのトラブルだけでも即刻マイナ保険証の運用は
停止し、全体を見直すべきである



しかし、政府は総点検のみで強行する構えだが、
総点検では解決しない事は明白

• そもそもこの制度は2021年3月から始まる予定だったがマイナン
バーと保険資格の誤登録が数万件見つかり同年10月に延期された。

• そして、すべて修正し、解決したとされていた。

• しかし其の後、今年８月までに8,000件以上発生している。

• 政府はヒューマンエラーだから仕方がない、発生率も少なく新しい制
度が始まるときにはつきものだという説明。

• ヒューマンエラーを前提に誤登録を排除する仕組みがない限り

• 今後も発生するのは明らかである。

• この仕組みが備わっていないことが致命的欠陥である。



なぜ立ち止まることもせず強行するのか

•政府の立場：

•　「医療DX」のために必要









メリットの中味を見ると

• ＊救急時、レセプト情報から受診や服薬の状況が把握され、迅速に
的確な治療を受けられる。

• ＊同じ成分の重複した薬や飲み合わせの良くない薬を受け取ること
がなくなる。

• ＊過去の検査状況が閲覧可能になり、負担の大きい検査を何度も受
ける必要がなくなる。

• ＊心肺蘇生に関する自分の意思が関係者に共有され、自らや家族
が望む終末期医療を受けることができる。

• ＊生活習慣病等に関する検査結果をいつでも自分で確認できる。

• どうも医学的にはメリットと考えられない、逆にデメリットにもなりかね
ない事項がならんでいる



メリットの中味をみるとー続き

• 医療・介護関係者で状況が共有され、より良いケアが受けられる。

• 電子カルテが普及し、どの医療機関等でも情報共有が可能に（なる）

• 自分の健診結果やライフログデータを活用し、自ら生活習慣病を予
防する行動等につなげることができる

• ＊医療情報を二次利用することで、新たな医薬品等の研究開発が
促進（され）よりよい治療や的確な診断が可能に（なる）

• いつの間にか、医療情報とライフログデータが結びつく？

• 医療情報の2次利用も登場してきた。どうやらこの辺が核心か。



診療情報共有化＝より良い医療は成立？！

計画によれば、各医療機関の電子カルテから集められた医療情報は全国医療
情報プラットホームに集積され、個人の生涯にわたる連続的な病歴が全国の医
療機関で利用可能」になる。
利用する側にとっては便利・有用だが利用される患者さんにとってはどうか。患
者側のプライバシーが無い状態に等しくないか。
患者さんにとって知られたくないことが知られてしまう危険性。
勿論、人によってさまざまだろうが、共有化したくない方もいるであろう。
そもそも医療機関の電子カルテの中味は患者さんの診療情報、最も機微性に富
むプライバシーが詰まっている。みだりに集めてはならないはず。医師の守秘義
務にも抵触しかねない。（ヒポクラテスの誓い、ジュネーブ宣言）
個人が特定できない形でのビッグデータとしての利用の際には同意取得は不必
要とされているが
今回はマイナンバーがついたままのデータであるのでそうはいかない。
　



続き

• 研究では、ビッグデータを分析すれば予想外の知見を得られるので
はないかと期待する声も聞かれる。しかし医療研究の場合、データ
を集める段階からプライバシーには厳格な配慮が必要なはずであり、
かつ対象患者さんに十分な説明をしたうえ同意をとることが必須と
されている。（リスボン宣言、ヘルシンキ宣言）

• 患者さんへの説明、同意取得（インフォームドコンセント）はどのよう
に考えられているのか。

• 窓口での受付の際、特定健診や薬剤情報の取得に関する同意を診
療の前に説明もなく、とっているが、これを流用するレベルの問題で
はない

• また、自己情報を削除希望した場合、受け入れられるのだろうか。

• 自己情報コントロール権、ＧＤＰＲを考慮必要



参考：医療情報取り扱いに関する原則

• 医師の守秘義務　、医師の倫理：ヒポクラテスの誓い（紀元
前４世紀）、ジュネーブ宣言（１９４８）

• 患者の権利に関する宣言　リスボン宣言（１９８１）

• 医療に関わる研究の倫理：ヘルシンキ宣言（１９６４）

• 疫学などの分野での研究について厚労省が定める倫理指
針（２００１年から）

• 医師の職業倫理指針（日本医師会　２００４年）

• 個人情報保護規定；GDPR(一般データ保護規則）（EU　2018）



経済界にとってのマイナ保険証

• そして、計画では、こうして集められた個人の医療情報
が、マイナンバーカードを通して、医療以外の生活、行
動データなどと結び付けられ研究や民間企業活動に
「利活用」されようとしているのである。

• いわば、私たちの生活のほぼすべてがこのシステムに
記録され、自分だけでなく、政府や民間企業に利活用さ
れる道が開けることになる。

• これは経済界にとってがどういう意味をもつのだろうか。



新成長戦略（抜粋、一部改変）　
経団連　2020/11/17

• （新たな経済成長にとって）死活的に重要なのがデータの活用
である。

• 個人起点のヘルスケアの推進：個人が、リアルタイムに近い形
で自身のライフコースデータ（胎児期から亡くなるまでの生涯に
わたり発生するデータ）にアクセスし、医療従事者と共有しなが
ら医療を受けたり、自身で健康管理をしたり、個人に合わせた
予防行動や未病段階からの対応を可能にする。そのために、ま
ず政府が、プライバシー保護やセキュリテｲ等に留意しながら、
マイナンバー制度を活用し、企業も含めた各主体が持つライフ
コースデータをつなげる仕組みを整備する必要がある。



SOCIETY5：.0サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社
会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）

狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を
指すもの

• Ⅰ．はじめに 
• 日本のデジタルトランスフォーメーション（DX）の遅れに歯止めがかからないなか 1、政府・経済

界の危機感や焦燥感を受け、デジタル臨時行政調査会（デジタル臨調）が立ち上がった。

• デジタル臨調の使命は、今後３年間の集中改革期間において、日本の経済社会全体の仕組
みを根本的に変革し、デジタルベースへの転換を完遂することである。世界最先端の IT 国家
を目指しながら頓挫した過去 20 年余の失敗を繰り返す余裕は、今の日本には残されていない

• （中盤から抜粋）

• 新たな価値の創造という観点からは、行政はもとより、医療・教育・インフラ・環境等の分野につ
いて、これまでデータ化あるいは公開されてこなかったデータの集積・公開に向けた環境整備
が急がれる。

• この点、マイナンバーは個人を起点とするデータ連携の鍵である。特定個人情報を撤廃し、ヘ
ルスケアや教育、税、社会保障等様々なデータの連携と有効活用に向けた制度を整える必要
がある

SOCIETY5.0の扉を開く　経団連　2022/4/12



経済財政諮問会議での提言（2021.4.13）

•  デジタル化の加速 2021年4月13日 

• 　　　　　　　　　　　　　　　　竹森 俊平 、中西 宏明、新浪 剛史、柳川 範之 

•  重点課題 

• （１） マイナンバー制度の徹底活用 

• マイナンバーカードを健康保険証として使える措置は既に開始して
いるが、多くの医療機関で使えるように、読み取り機の普及を急ぐべ

き。各企業の健保組合において、単独の健康保険証交付をとりやめ、
完全な一体化を実現すべき。 





「納期を守れ」

• 東京新聞２０２３・８・１５より

• 「経済同友会の新浪剛史代表幹事が廃止時期を「納期」
だとして

• 納期を守るのは日本の大変重要な文化」と発言、波紋を
広げている

• あたかも財界が政府に保険証廃止を発注し、その納期を
守れといっているようにみえるからだ」



医療DXの真の狙い

• このようにみてくると、保険証を廃止し、マイナ保険証に代替させるこ
とは、医療DXのためとされているが、その医療DXは、国民の健康の
ためというより、医療情報を収集、利活用し、経済を活性化させると
いう意味合いが強い。デジタル後進国としての焦り、経済再生への
渇望がトラブル続きのシステム強行の原動力になっているようだ

• また医療費抑制や「社会保障個人会計」など、国民統治の強力な
ツールとして利用される可能性もある。

• このような形で発展していけば、国民のプライバシーは蹂躙され、ま
た国民皆保険制度や医療そのものが崩壊する危険性がある。

• 「医療DX」が国民の健康増進をめざすものなら即刻中止し、個人情
報の収集利用はどうあるべきかの原点からこのシステム全体を見直
す必要がある。（納期の問題ではない）



ＤＸ出遅れる日本
(東京新聞Ｒ４．12.19)

世界デジタル力競
争ランキングで我
が国は６３カ国中
２９位。どこの国に
も無いような医療
ＤＸの試み、拙速
な導入は危険を孕
んでいる。



　　　　　　　　　　最後に

• 東京保険医協会はオンライン資格確認システムの医療機
関への義務化に反対し、東京地裁で裁判中です。（第3次
提訴9・15予定、原告団総数：1415名）

• また都内23区29市町村全自治体に保険証廃止反対の陳
情・請願を実施中。

• 皆様の温かいご支援をいただければ幸いです。

• 今まで通り保険証を使い続けていただくことが最大のエー
ルです。

•　ご清聴ありがとうございました
•（お時間あれば第２部３部の資料もご覧ください）



第２部：本人確認に顔認証は必要か？
政府は顔写真で十分としているようだが
中間とりまとめ資料（厚労省2023・2・17」）より



マイナンバーカードの「安全性」
中間とりまとめ資料（厚労省2023・2・17」）より



医療機関で顔認証は必要なのか？

• 上記の説明では顔写真付なので対面での悪用は困難ですと明記されている

• 医療機関の受付は対面が基本

• 医療機関での本人確認はカードだけで十分であることになる。

• しかし、ｵﾝﾗｲﾝ資格確認システムを申し込む時の最初のステップが顔認証
カードリーダーの申し込みであり、これをしないとベンダー業者は受付けない。
また顔認証カードリーダーは補助金支給の必須条件でもある。

顔認証と同様の生体認証には指紋がある。もし、医療機関の受診のたびに指
紋提出を求められたら患者さんは人権侵害だとクレームをつけるのではない
だろうか。

指紋認証の１０００倍の精度を持つとも言われている顔認証は人権侵害になら
ないのだろうか。



顔認証の社会普及への足がかり

• 現システムでは、窓口で顔を撮影し、マイナカードに格納さ
れた顔情報との比較で認証。

• 一方、その情報はカード発行元のＪ－ＬＩＳ（地方公共団体シ
ステム機構）に保存されていると考えられている。

• Ｊ－ＬＩＳの情報と遠隔的に比較分析するシステムも理論的
には可能。

• それを使えば、マイナカードなしで顔認証が出来、ひいては
街頭カメラなどで撮影した顔情報で本人確認が出来ること
になる。



顔認証続き

• マイナンバー制度工程表では、当初からマイナカードに全情報
を結び付けた暁には、生体情報（顔や指紋など）で行い、マイ
ナカードを使わず本人確認をすることが計画されていた

• 医療機関での顔認証は社会全体への普及につながるのでは
ないか。

• 中国の現状、ｼﾞｮｰｼﾞｵｰｳｪﾙ｛１９８４」

• 監視社会の完成に近づく可能性

• 欧米では行政による顔認証は人権侵害だとして禁止する動き



顔認証の真の目的は？



第３部：続出する医療機関のサイバー被害

• 昨年10月大阪急性期・総合医療センターが攻撃にあ
い、今年1月まで全科の医療がほぼストップ

•1昨年10月徳島県つるぎ町半田病院が攻撃されやはり
約3カ月すべてのシステムが使用不能、やはり翌年1月
ようやく復旧。報道では、復旧を請け負ったＩＴ会社が
ハッカーに金銭を支払い解読キーを入手とされている。
このランサムウエアはＦＢＩをはじめ解除に成功した例
はないという。



最近の1年間で17件の被害

• 添付資料ランサム被害を挿入



ｵﾝﾗｲﾝ資格確認システムは安全か？

• システム完成時には全国の医療機関、薬局がネットワークでつながること
になる。

• ネットワークはＩＰ-Ｖ６（ＶＰＮ）という専用線を使い安全とされているが、末端
では、クラウド型の電子カルテや医療機器のリモートメンテナンスなどでイ
ンターネットにつながっている施設もある。

• 一か所からでもマルウエア（ウイルス）が入った場合ネットワーク全体に拡
がり日本全体で医療がストップする危険はないのだろうか？また全国民の
医療情報が漏洩する危険性も孕んでいる。

• サイバー攻撃などへの防御は各医療機関の責任で行うことになっているが

• 荷が重すぎる

• 象徴的事件：日本のサイバーセキュリテイの要とされる内閣府サイバーセ
キュリテイセンター（NISC)がサイバー攻撃を受け内部情報が漏れていたと
本年8月4日公表された。


